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材料試験炉（JMTR）の概要

原子炉建家

原子炉と照射設備

JMTR原子炉施設（材料試験炉）に係る
廃止措置計画の認可（2021年3月17日）

建設開始：1965(S40).4
初臨界 ：1968(S43).3
供用開始：1970(S45).9
停 止 ：2006(H18).8
廃止決定：2017(H29).4※

（※：施設中長期計画により廃止決定）

材料試験炉（ＪＭＴＲ）の役割
＜設置目的＞ （設置許可書より）
動力炉国産技術の確立と国産動力炉などの発展に寄与するため原子炉用
燃料及び材料の各種照射試験、RIの生産並びに教育訓練を行う。 165サイクル

の供用運転

機械室

二次冷却塔
(撤去済み)

排気塔
(スタック)

排風機室

冷却系統ポンプ室
(二次系、UCL系)

居室実験室

タンクヤード

照射準備室
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核燃料物質使用変更許可申請の概要

1. 概要
照射燃料試験施設であるα-γ施設からタンクヤードへの液体廃棄物の受入
れが終了するため、α-γ施設からの液体廃棄物の受入れに関する記載を削除
する。

2. 申請内容
（1）液体廃棄物の受入れに関する記載の適正化

① 本文「９. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設
の位置、構造及び設備」の「９.２ 液体廃棄施設」のうち、「（１）液体廃棄施
設の位置」について、タンクヤードへの液体廃棄物の受入れに関する記
載の適正化を図る。

（2）α-γ施設からの液体廃棄物排水ラインの削除
① 本文 「図９．２－１ ＪＭＴＲ液体廃棄物排水系概略図」からα-γ施設に
関する記載を削除する。



液体廃棄施設は、原子炉建家、その他管理区域で発生した放射性液体廃棄物を
一時貯留し、廃棄物管理施設に輸送するためのものである。 原子炉建家内で発生
した放射性液体廃棄物は、原子炉建家地下4階の排水貯槽を経由してタンクヤード
の廃液タンクに送水される。
また、JMTR以外の使用施設からの液体廃棄物を受け入れることができるよう許可
を受けている。

原子炉建家

タンクヤード

第３排水系の貯槽
（廃樹脂） オーバフロー水など移送

移送

廃棄物管理施設へ

冷
却
設
備
等
で
使
用
し
た
樹
脂

【JMTR以外の使用施設】
ホットラボ建家
東北大学

照射燃料試験施設
（α-γ施設） 移送

原子炉建家外

タンクヤードについて
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タンクヤードの廃液の受け取りについて

1. 受入れの手順
発生元（照射燃料試験施設（α-γ施設）・東北大学・HL）からの依頼→JMTR
との日程調整→受入れ→廃棄物管理施設へ送水（原則受入れ後すぐ）

2. 液体放射性廃棄物の区分基準

大洗研究所北地区 核燃料物質使用施設等保安規定 第３編 別表７

3. 大洗研究所北地区核燃料物質使用施設等保安規定上の記載

適用基準 トリチウム以外のβ-γ
の放射性濃度（Bq/cm3）

トリチウムのβ-γの
放射性濃度（Bq/cm3）

αの放射性濃度
（Bq/cm3）

放出前廃液 3.7×10-1未満 3.7×103未満 1.0×10-2未満

A 3.7×101未満

B 3.7×101以上
3.7×104未満

C ー 3.7×103以上
3.7×105未満

発生施設 条項 内容（概要）

α-γ施設 4編 5章 13条 放射性廃棄物の移送（南地区等）

東北大 4編 5章 14条 放射性廃棄物の移送（東北大）

ホットラボ 3編 1章 10条 放射性廃棄物の引き渡し前の措置
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本文9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備
9.2 液体廃棄施設 (1) 液体廃棄施設の位置
【変更前】
液体廃棄施設の名称、使用の場所、用途

原子炉建家内で発生した液体廃棄物は、原子炉建家地下４階に設けられた第１排水系貯槽、
第２排水系貯槽及び第４排水系貯槽に一時貯留された後、タンクヤードの廃液タンクに移送す
る。また、原子炉建家で使用したイオン交換樹脂は、廃液とともに第３排水系貯槽に貯留される。
これらの廃樹脂は、貯槽から取り出し固体廃棄物として処理することができる。

居室実験室建家のホット実験室及び放射線管理室等で発生した液体廃棄物は、ホット機械室
地階に設けられた廃液タンクに貯留される。

【変更後】
液体廃棄施設の名称、使用の場所、用途

原子炉建家内で発生した液体廃棄物は、原子炉建家地下４階に設けられた第１排水系貯槽、
第２排水系貯槽及び第４排水系貯槽に一時貯留された後、タンクヤードの廃液タンクに移送す
る。また、原子炉建家で使用したイオン交換樹脂は、廃液とともに第３排水系貯槽に貯留される。
これらの廃樹脂は、貯槽から取り出し固体廃棄物として処理することができる。

居室実験室建家のホット実験室及び放射線管理室等で発生した液体廃棄物は、ホット機械室
地階に設けられた廃液タンクに貯留される。

ホットラボ施設及び東北大施設で発生した液体廃棄物は、タンクヤードの廃液タンクに受け入
れることができる。

本使用変更許可申請の内容（1/2）
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変更理由の記載の修正について

変更前 変更後 変更理由

9.2 液体廃棄施設
(1) 液体廃棄施設の位置

9.2 液体廃棄施設
(1) 液体廃棄施設の位置

（現）
記載の適正化

（補）
図9.2-1 JMTR
液体廃棄物排
水系概略図と
の整合を図る
ため

液体廃
棄施設
の位置

液体廃棄施設は、原
子炉建家、第３排水系
貯槽建家（２箇所）、タ
ンクヤード及びホット
機械室からなる。・・・

液体廃棄施設の名称、
使用の場所、用途
・・・

液体廃棄
施設の位
置

液体廃棄施設は、原子
炉建家、第３排水系貯
槽建家（２箇所）、タン
クヤード及びホット機械
室からなる。・・・

液体廃棄施設の名称、
使用の場所、用途
・・・

ホットラボ施設及び東
北大施設で発生した液
体廃棄物は、タンク
ヤードの廃液タンクに
受け入れることができ
る。



7

本使用変更許可申請の内容（2/2）

図9.2-1 JMTR液体廃棄物排水系概略図において、JMTRのタンクヤードで照射燃料試験施設で
あるα-γ施設、東北大施設、ホットラボ施設から液体廃棄物を受入れることができる許可を受け
ているが、α-γ施設からの液体廃棄物の受入れを終了することによる配管撤去に伴い、弁の撤
去及び閉止蓋の取付けを行う。また、本文についても、タンクヤードへの液体廃棄物の受入れに
関する記載の適正化を行う。

【原子炉建家】

（地下４階）（発生源）

【第３排水系貯槽】

【タンクヤード】

【居室実験室建家】 【ホット機械室】

図9.2-1　 Ｊ ＭＴ Ｒ液体廃棄物排水系概略図

廃液タンクNo.1

（40ｍ3）

廃液タンクNo.2

（40ｍ3）

廃液タンクNo.6

（5ｍ3）

廃液タンクNo.7

（5ｍ3）

廃液タンクNo.4

（10ｍ3）

廃液タンクNo.5

（10ｍ3）

廃液タンクNo.3

（25ｍ3）

SFCプール
カナルNo.3
排水

廃液タンクNo.1

（5ｍ3）

廃液タンクNo.1

（5ｍ3）

第１排水系貯槽

（180ｍ3）

第４排水系貯槽

（20ｍ3）

第２排水系貯槽（Ⅰ）

（20ｍ3）

第２排水系貯槽（Ⅱ）

（20ｍ3）

貯槽（Ⅰ）

（200ｍ3）

貯槽（Ⅱ）

（220ｍ3）

廃液運搬車

廃液運搬車

廃液運搬車

廃液運搬車

廃液運搬車

廃
棄
物
管
理
施
設

ホット実験室
測定室・他

炉プール
カナル水

一次冷却水

手洗い水等

床排水等

廃　樹　脂
フィルタ逆洗浄

α-γ
施設

東北大
施設

ホットラボ
施設

P

P

P

P

P

P

P

P

P

東北大
施設

ホットラボ
施設

α-γ
施設

東北大
施設

ホットラボ
施設

変更前（□部拡大図）

変更後（ □部拡大図）
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大洗（北）弁の取外・閉止蓋の取付について

閉止蓋の設計
弁を取り外し、閉止蓋を取り付ける改造であり、
既設の配管系の一部である第２排水系ヘッダ部
については変更はない。

この状態と同様の状態にする。

ボルト構造になっているため、
もし、修理が必要となった場合
においても、交換が可能である。

東北大
廃液輸送管

α-γ施設
（照射燃料試験施設）
廃液輸送管

HL施設
廃液輸送管

対象弁 同様の例

第２排水系ヘッダ
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大洗（北）閉止蓋の健全性確認検査について

〇許可基準の要求事項
【第18条 検査等を考慮した設計】
使用前検査対象施設は、当該使用前検査対象施設の安全機能を確認するための検査
又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなけれ
ばならない。

〇第18条に関する適合性について
閉止蓋は、既設の第２排水系ヘッダの弁を取外した後に発生する開口部に取り付けるも
のであり、取付後における閉止蓋は、既設の配管系を構成する機器の一部となる。
タンクヤードの既設配管系に関する安全機能を確認するための設計については、配管系
にはカバーやダクト等は設けていないこと、ファイバースコープを挿入できる構造となってい
ることから、目視等により健全性を確認できる設計となっている。また、保守性については、
閉止蓋は、既設の構成機器と同様に単純なボルト締付により取付けることから修理・交換
等が容易な設計となっている。このため、今回の改造工事においては、使用前検査対象施
設であるタンクヤードの安全機能を確認するための設計に変更はないことから、次ページ
に示す閉止蓋の技術基準への適合に関する検査を計画している。

〇閉止蓋の健全性確認に関する検査について
閉止蓋については、使用施設の技術基準に適合していることの確認として、次ページに
示す使用前検査を受検する計画である。また、供用開始後の検査は、タンクヤードの主配
管系における定期事業者検査（外観検査）において、健全性の確認を行う計画である。
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大洗（北）閉止蓋の健全性確認検査について

1. 使用施設等の技術基準に関する規則と使用前検査内容【計画】

検査 条項 技術基準 使用前検査項目

1号 6条 地震による損傷の防止 材料検査、外観検査、寸法検査、質量検査、
据付検査

12条 火災等による損傷の防止 材料検査

17条 材料及び構造 材料検査、外観検査、寸法検査、耐圧検査

2号 22条 廃棄施設 据付検査、耐圧検査

3号 ― 品質マネジメント検査

施設 設備 定期事業者検査項目

タンクヤード タンクヤード（床、壁及び標識） 保安記録確認検査

廃液タンク（No.1～2、No.4～7） 警報作動検査、外観検査

廃液タンク（No.1～2、No.4～7）ポンプ 外観検査、作動検査

主配管 外観検査

主要弁 外観検査、作動検査

サンプピット（床、壁を含む） 警報作動検査、保安記録確認検査

2. 定期事業者検査の状況

詳細については、使用前確認申請において明確にする。
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大洗（北）弁の取外し・閉止蓋の取付けの安全対策について

タンクヤード内弁（大洗(北)）

タンクヤード内弁
（大洗(北)）

【作業フロー】

フランジ部、弁表面の表面汚染確認

放射性廃棄物

当該弁については内面に汚染があるものと想定。

弁取外し
・手工具を用いて、弁を取り外す
・開口部は、技術基準に適合した閉止蓋により、閉
止措置を行う。

【安全対策】
・レンチ等の手工具を用いて弁の取外し及び閉止蓋の取付けを行う。

・作業については、大洗研究所（北地区）核燃料物質使用施設等保安規定に基づき作業実施方法、放射
線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計
画書に基づき実施する。

・取り外した弁は、放射性廃棄物として適切に取り扱う。



ＵＣＬ系統
高架水槽

ＵＣＬ系統
冷却塔

（二次冷却系統、
　ＵＣＬ系統）

二次冷却系統
冷却塔

　タンクヤード

排風機室

フィルタバンク

排気筒

モニタ小屋

ポンプ室

Ｃ
ト
レ
ン
チ
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照射燃料試験施設
（α-γ施設）

解体撤去範囲

α-γ施設
廃液輸送管解体撤去

（大洗(南) ）
タンクヤード引込部

大洗(南)廃液輸送管の解体撤去範囲

α-γ施設
廃液輸送管解体撤去

（大洗(南) ）
Cトレンチ及び一般区域境界

大洗(南)の廃液輸送管の解体撤去を行う。

点線部の解体撤去は
大洗(南)R4.6.16許可取得時に説明済み

タンクヤード内弁は
大洗(南)の解体撤去範囲外

⚫ 大洗（南）使用変更許可におけるAGFからJMTR
タンクヤードに至る廃液輸送管に係る全記載に
ついてR4.6.16付けで削除の許可を取得。

⚫ R4.6.16許可取得時はJMTR敷地外のみを撤去
範囲（青破線部）として説明。

⚫ 許可後の使用前確認に係る面談において、範囲
を区切らずに廃液輸送管全体を一連の作業で
撤去するよう指導があり、撤去範囲を拡大（青破
線+赤線）することとした。



対象設備等 場所別使用方法 汚染の有無 解体、撤去の予定

・廃液輸送管 ―
核燃料物質の使
用実績なし。配
管使用記録有

・廃液系統から切り離して解体、撤去を行う。

【解体、撤去する設備の概要】

大洗（南）廃液輸送管の撤去に係る安全性確認資料

【安全対策】
・解体作業は、ドライバーやレンチ等の手工具等を用いてネジやボルトを外し、特に配管の解体作業につ
いては、配管を覆うようにビニルバッグを取り付けてから行うなどの汚染拡大防止処置を実施したうえで、
火気及び粉塵が発生しないよう、パイプカッター等の工具を用いて切断する。

・作業については、保安規定に基づき作業実施方法、放射線管理、放射性廃棄物管理、作業の安全管理、
実施体制、非常時の対応等を記載した放射線作業計画書に基づき実施する。

・わずかな滞留水が確認され、汚染検査の結果、汚染が検出された場合は、大洗研究所（南地区）核燃料
物質使用施設等保安規定第54条に従い、容器に収納して放射性液体廃棄物として取り扱う。
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大洗（南）廃液輸送管の撤去後の配管の管理について

フランジ部、配管表面の表面汚染確認

当該配管における核燃料物質の使用実績なし。
配管外表面について、年次点検にて汚染のないことを確認。

解体作業
・管理区域内接続フランジ部から切り離し、端部を
閉止フランジにより閉止

・撤去対象範囲の配管を切り離し、閉止フランジ
により閉止

・詳細汚染確認

放射性廃棄物でない廃棄物

汚染なし 汚染あり

【作業フロー】

放射性廃棄物

タンクヤード引き込み部
α-γ施設 廃液輸送管（大洗(南)）

α-γ施設
廃液輸送管
（南地区）

タンクヤード内
α-γ施設 廃液輸送管（大洗(南)）
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